
Bコードの分類
B1 ⾷⾁製品(衛⽣証明書 必要) (サラミ、ハム、ソーセージ等)
B2 ⾷⾁製品(衛⽣証明書 不要) (カンガルージャーキー等)
B3 乳及び乳製品 (チーズ、バター等)
B4 加⼯卵製品 (液鶏卵、粉末鶏卵等)
B5 ⿃獣⾁類等調整品 (ゼラチン、コラーゲン等）
B9 その他の畜産加⼯品 (はちみつ、つばめの巣等)

Bコード 畜産加⼯⾷品
畜産⾷品加⼯品が含まれまる

Bコード記⼊例はこちら

届出時の必要書類
➀⾷品等輸⼊届出書
➁原材料表
③製造⼯程表
④衛⽣証明書(必要に応じて)

・⾷品別の規格基準について ｜厚⽣労働省 (mhlw.go.jp)
・乳及び乳製品の衛⽣証明書について
・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 | e-Gov法令検索


